
新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

失業で家計が

維持できない

休業で家計が

維持できない

休業・失業で

家賃が払えない

休業・失業で

学費が払えない

緊急小口資金

（貸付）

10万円以内（特例の

場合は20万円以内）

※償還免除規定あり

新型コロナウイルス

の影響を受け、休業

等により収入の減少

があり、緊急かつ一

時的な生計維持のた

めの貸付を必要とす

る世帯

市町村の
社会福祉協議会
または

個人向け緊急小口資

金・総合支援資金相

談コールセンター

0120-46-1699

総合支援資金

（貸付）

(1)単身世帯

月額15万円以内

(2)複数世帯

月額20万円以内

※原則3ヶ月以内

※償還免除規定あり

市町村の
社会福祉協議会
または

個人向け緊急小口資
金・総合支援資金相
談コールセンター
0120-46-1699

新型コロナウイルス

の影響を受け、収入

の減少や失業等によ

り生活に困窮し、日

常生活の維持が困難

になっている世帯

学校休業支援金

（給付）

令和2年2月27日か

ら6月30日までの間

において就業できな

かった日について、

1日あたり4100円

学校等休業

助成金・支援金

コールセンター

0120-60-3999

小学校等の臨時休業

等に伴い、子どもの

世話を行うために契

約した仕事ができな

くなった個人事業主

住居確保給付金

（給付）

（市町村ごとに異な
ります）

市町村の
社会福祉協議会

※ただし、飯南町、
奥出雲町、海士町、
西ノ島町、知夫村は
町村役場へ

離職等により経済的

に困窮し、住居を失

われた又はそのお

それのある方

就学援助費

（給付）

・学用品費

・修学旅行費

・通学用品費

・新入学児童生徒

学用品費等

・クラブ活動費

・学校給食費等

（市町村毎に異なり

ます）

各在学小中学校
または

各市町村教育委員会

経済的理由によって、

就学困難と認められ

る学齢児童および生

徒の保護者

※家計急変時も利用

可能

緊急奨学生

（貸付）

自宅通学：

18000円（公立）

33000円（私立）

自宅外通学：

23000円（公立）

38000円（私立）

入学支度金：

23100円（私立）

島根県育英会

0852-28-1981

新型コロナウイルス

感染症の影響により、

家計が急変した方

就学支援生活支援
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会社で働いている 家で働いている 子供が小中学生 子供が高校生


